
支給延長及び再延長のイメージ 

 

  育児休業に係る子が１歳に達した時点で育児休業手当金の支給延長に該当し、その子が１

歳６か月時点においても当面その保育が実施されない場合 

 

 

 

 

    出産日             1歳に達する日   1歳6か月に達する日  2歳に達する日 

     

                          ←支給延長期間→   ←再延長期間→ 

 

 

 

 

 

              （注）網掛け部分が育児休業手当金の支給期間 

 

 

 １歳６か月時点における１歳６か月後の期間を対象とした入所不承諾通知が必要 

 

 

 

 

育児休業 


